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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年４月４日 ０８時００分ごろ 

発生場所 島根県松江市玉湯
た ま ゆ

町北東方沖（宍道
し ん じ

湖南東部） 

 福富
ふくとみ

四等三角点から真方位２５４°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２６.２５′ 東経１３３°０１.６５′） 

事故調査の経過  平成２６年４月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 三島
み し ま

丸、０.９トン 

   ＳＮ６－３６７（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.３０ｍ（Lr）×１.６３ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２

年３月１７日 

Ｂ 漁船 第八玉湯
た ま ゆ

丸、０.９トン 

   ＳＮ６－２５６（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.４０ｍ（Lr）×１.７６ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６３

年８月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成元年１０月１２日 

    免許証交付日 平成２１年５月２５日 

           （平成２６年１０月１１日まで有効） 

  甲板員Ａ 女性 ６５歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年５月１９日 

    免許証交付日 平成２５年６月１４日 

           （平成３１年５月１８日まで有効） 

事故目撃者 男性 ５３歳 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ａ） 

重傷 １人（事故目撃者） 
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軽傷 ３人（甲板員Ａ、船長Ｂ、船長Ｃ） 

 損傷 Ａ 機関に濡損、船尾部に損傷 

Ｂ 船尾部に損傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、玉湯町北東方沖の宍道湖

南東部で、船長Ｂが１人で乗り組むＢ船及び他の僚船（以下「Ｃ船」

という。）と共にしじみ漁の操業をしていた。 

船長Ａは、平成２６年４月４日０７時３０分ごろ、南西～西の風が

西北西寄りに変わり、風速も増してきたので、Ｂ船及びＣ船に手を挙

げて合図を行い、操業を切り上げて玉湯町北岸の係留地に帰ることに

した。 

 船長Ａは、Ｂ船及びＣ船と共に係留地に向けて西進中、漁獲したし

じみを入れたコンテナボックスの蓋が湖面に落ちたので、反転して同

蓋が落ちた所に戻ったが、Ａ船の舵棒が折れて操舵が困難となった。 

 Ｂ船は、船長Ａと甲板員Ａが手を挙げて救助を求めたので同船に近

寄り、船長ＢがＢ船のアンカー用のロープでＡ船と繋
つな

ぎ、えい
．．

航を始

めようとしたところ、プロペラにロープが絡まった。 

 Ａ船は、Ｂ船とロープで繋がれた状態で西北西風により圧流され、

宍道湖南東部に設置された定置網に乗り入れた際、０８時００分ごろ

Ａ船の船体が傾斜して転覆し、船長Ａ及び甲板員Ａが湖に転落した。 

 船長Ｂは、甲板員ＡをＢ船上に助け上げ、次に船長Ａを助け上げよ

うとしたところ、体勢を崩して湖に転落し、帰港後陸から来援した船

長Ｃ及び湖岸でＡ船の転覆を認めた事故目撃者によって救助された。 

船長Ａは、東岸まで流された。 

 船長Ａ、甲板員Ａ、船長Ｂ、船長Ｃ及び事故目撃者は、救急車で病

院に搬送されたが、船長Ａは、医師により死亡が確認され、死因は溺

水であり、死亡日時は、４日０８時３０分ごろと検案された。 

 甲板員Ａ及び船長Ｃは低体温症を、船長Ｂは低体温症及び肝損傷等

を、事故目撃者は肋骨骨折及び右腕靱帯損傷等をそれぞれ負った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付表１ 松江地方気象台の観測値記

録（抜粋）、写真１ Ａ船の同業船 参照） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西北西、風力 ７（風速 約１５.２m/s） 

 島根県松江地区には、３日２１時２３分強風注意報、波浪注意報が

発表され、４日１９時１７分に強風注意報が、５日０４時１０分に波

浪注意報がそれぞれ解除された。 

 島根県が宍道湖と中海を結ぶ大橋川に設置した水質計によれば、４

月４日１３時４０分における上層（１ｍ）の水温は、１３.９℃であ

った。 

 その他の事項  船長Ａは、救命胴衣を着用していたが、湖面から引き揚げられる際

に外れた。 

 甲板員Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していたが、船長Ｃ及び事
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故目撃者は、救命胴衣を着用していなかった。 

 Ａ船は、平成２５年７月に定期の船体検査を受けていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 船長Ａの死因は、溺水であった。 

 Ａ船は、強風及び波浪注意報が発表された宍道湖南東部において、

係留地に向けて航行中、舵棒が折れて操舵が困難となり、プロペラに

ロープが絡まったＢ船と共に西北西風により圧流され、定置網に乗り

入れた際、転覆したものと考えられるが、甲板員Ａ及び船長Ｂから情

報が得られなかったため、転覆に至った状況を明らかにすることはで

きなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が、強風及び波浪注意報が発表された宍道湖南東部

において、係留地に向けて航行中、舵棒が折れて操舵が困難となり、

プロペラにロープが絡まったＢ船と共に西北西風により圧流され、定

置網に乗り入れた際、転覆したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・湖上で船体に異常が生じた場合には、速やかに警察等に通報し、

救助を求めること。 

 ・天候が悪化したときには、最寄りの係留地に速やかに避難するこ

と。 
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                           付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

    

事故発生場所 

（平成２６年４月４日 

 ０８時００分ごろ発生） 

宍 道 湖 

松江市玉湯町 

大橋川 
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付表１ 松江地方気象台の観測値記録（抜粋） 

 

時 刻 

(時:分) 

平均風速 

（m/s） 
風 向 

最大瞬間風速 

(m/s） 
風 向 

07:00 ３.２ 南西 ５.９ 南西 

07:10 ３.８ 南西 ６.７ 南西 

07:20 ４.５ 西南西 ８.９ 西南西 

07:30 ７.９ 西 １３.５ 西 

07:40 １１.３ 西北西 １９.５ 北西 

07:50 １３.１ 北西 ２１.２ 北西 

08:00 １５.２ 西北西 ２３.２ 北西 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

                 写真１ Ａ船の同業船 

        

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                     


